
平成28年度皇居外苑照明設備等整備設計業務（正門前広場等）説明書

１ 業務の概要

1) 業務内容

27 28平成 年度に皇居外苑照明のあり方に関する夜間景観基本計画が策定され、平成

年度にその計画に基づく照明設備等の基本設計等を行った。本業務では、その基本設計

に基づく正門広場前等の実施設計を行う。

2) 業務内容

① 業務計画立案

② 基本設計

③ 実施設計

④ 報告書作成

3) 履行期間

履行期間は、以下のとおり予定している。

契約締結の日～平成２９年３月３１日

4) 業務実施上の条件

① 参加表明書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。

・同種又は類似業務の実績

参加表明書を提出する者は、下記に示される「同種又は類似業務」について、平

、 。成１７年度以降に完了した業務において １件以上の実績を有さなければならない

同種業務：皇居外苑（北の丸公園、環境省業務以外含）において、照明による夜

間景観の形成に関する設計

類似業務：皇居外苑以外における国民公園、重要文化財（建造物等 、伝統的建）

造物群保存地区世界遺産（文化遺産等）の照明による夜間景観の形成

に関する設計

② 配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

・配置予定技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績

管理技術者は、①参加表明書の提出者に対する要件に示される「同種又は類似業

務」について、平成１７年度以降に完了した業務において、１件以上の実績を有さ

なければならない。

・手持ち業務量

平成２９年１月現在の手持ち業務量（特定後未契約のものを含む）

管理技術者：全ての手持ち業務量の契約金額が１０億円未満かつ手持ち業務の件

数が１０件未満である者

③ 業務の打ち合わせの回数は７回とし、第１回及び成果品納入時の打ち合わせには管

理技術者が出席するものとする。



5) 成果品

成果品は次のとおりとする。

・報告書（Ａ４判） ３部

・添付図面 仕様書のとおり

・電子媒体 ３部

6) その他

本業務の契約書（案）及び特記仕様書（案）は別添のとおりである。

２ 担当部局

環境省 自然環境局 皇居外苑管理事務所 庶務科

住 所 〒100－0002 東京都千代田区皇居外苑1-1

ＴＥＬ 03－3213－0095 ＦＡＸ 03－3201－1017

３ 参加表明書の作成及び記載上の留意事項

1) 参加表明書の作成方法

参加表明書の様式は （様式－１～６、Ａ４判）に示されるとおりとする。なお、文、

字サイズは10ポイント以上とする。

2) 参加表明書内容の留意事項

記載事項 内容に関する留意事項
・建設コンサルタント登録規定（昭和 年建設省告示第 号）その他の登録規当該部門の建設コン 52 717
定に基づく登録状況について記載する。サルタント登録等

・記載様式は様式－２とする。

企業の過去１０年間 ・参加表明書の提出者が過去に受託した「同種又は類似業務」の実績について記載
の同種又は類似業務 する。
実績 ・記載する業務は、平成１８年度以降に完了した業務とする。

・記載する業務数は、３件とする。
・記載様式は様式－３とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１枚以内に記載
する。

予定管理技術者の経 ・配置予定の管理技術者について、経歴等を記載する。
歴等 ・同種又は類似業務の実績は平成１７年度以降に完了した業務を対象とし、記載す

る 件数は最大３件とする。
・手持ち業務は平成２８年１月現在、環境省以外の発注者（国内外を問わず）のも
のも含めすべて記載する。
手持ち業務とは以下のものを指す。
管理技術者：管理技術者となっている500万円以上の他の業務

・本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未契約業務がある場合は、
手持ち業務の記載対象とし、業務面の後に「特定済」と明記する。
・記載様式は様式－４とする。

予定管理技術者の過 ・配置予定の管理技術者が過去に従事した「同種又は類似業務」の実績について記
去５年間の同種又は 載する。
類似業務実績 ・記載する業務は、平成１７年度以降に完了した業務とする。

・記載する業務数は１件とする。
・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業務を受託
した企業名等を記載すること。
・記載様式は様式－５とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１枚以内に記載
する。



業務実施体制 ・業務の分担について記載する。
・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等
の技術協力を受けて実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委
託先又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載すること。ただし、業
務の主たる部分を再委託してはならない。
・記載様式は様式－６とする。

3) 契約書の写し

同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。

ただし、当該業務が、社団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績

情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ 」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必）

要はない。

４ 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期間

1) 受領期間： 平成２９年１２月１９日～平成２９年１月１１日（土曜、日曜及び祝日

は除く ）９時００分～１７時００分まで。。

2) 提出方法： 持参又は郵送（書留郵便に限る ）すること。。

3) 提 出 先： 上記２に同じ。

５ 説明書の内容についての質問の受付及び回答

1) この説明書に対する質問がある場合は、次に従い、提出すること。

① 質問の受付期間： 平成２８年１２月１９日～平成２９年１月５日（土曜、日曜及

び祝日は除く ）９時００分～１７時００分まで。。

② 提出方法： 持参又は郵送（書留郵便に限る ）すること。。

③ 提 出 先： 上記２に同じ。

2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。

① 閲覧期間： 平成２９年１月６日～平成２９年１月１７日（土曜、日曜及び祝日は

除く ）９時００分～１７時００分まで。。

② 閲覧場所： 上記２に同じ。

６ 技術提案書の提出者に要求される資格要件及び技術提案書の提出者を選定するための

基準

1) 技術提案書の提出者に要求される資格

① 予算決算及び会計例（以下「予決令」という ）第70条及び第71条の規定に該当し。

ないものであること。

② 環境省の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けて

いるものであること。

③ 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領（平成13年環境会第９号）に基づく指名

停止を受けている期間中でないこと。

2) 技術提案書の提出者を選定するための基準

① 技術提案書の提出者を選定するための評価項目、評価基準、並びに評価のウェート



は以下のとおりである。

評価項目 評価基準 評価の

Ａ B C ウェート

参 加 資 格 技 術 当該部門の建設 当該業務に関連す 当該業務に関連す

表 明 要 件 部 門 コンサルタント る部門のコンサル る部門のコンサル － ５

者 の 登 録 登録等 タント登録等あり タント登録等なし

経 験

及 び 専 門 成 果 過去１０年間の 同種業務の実績が 類似業務の実績が 同種又は類似業務

能 力 技 術 の 確 同種又は類似業 ある ある の実績が無い １０

力 実 性 務の実績の内容

予 定 資 格 技 術 技術者資格、そ 照明デザイン分 照明デザイン分

管 理 要 件 者 資 の専門分野の内 国際的な賞 １０野の 野の賞の受賞又 －
は当該分野の資技 術 格 容 の受賞及び当該

分野の国際的資格等者 の

格等経 験

及 び 専 門 業 務 過去１０年間の 同種業務の実績が 類似業務の実績が 同種又は類似業務

能 力 技 術 執 行 同種又は類似業 ある ある の実績が無い ５

力 技 術 務の実績の内容

力

専 任 専 任 手持ち業務金額 右に該当しない 全ての手持ち業務

制 制 及び件数 の契約金額合計が

（特定後未契約 － １０億円以上又は ５

のものを含む） 手持ち業務の件数

が１０件以上

業 務 業務実施体制の妥当性 下記項目に該当す

実 施 る

体 制 ・業務の主たる部

－ － 分を再委託とし 数値化し

ている ない

・業務の分担構成

が不明確又は不

自然

② 評価項目ごとの評価（Ａ及びＢ）を以下のとおり数値化したものを各評価項目のウ

ェートに乗じて得た数値の合計値により評価を行い、優位に評価された者を技術提案

書の提出者として選定する。Ｃ評価がある場合には選定しない。評点の合計が同点と

なった場合には、Ａ評価の多い者を優先して扱う。

Ａ：５／５

Ｂ：３／５

、 （ ） 。③ 技術提案書の提出者として選定したものには 書面 選定通知書 により通知する

3) 技術提案書の提出者の選定数

技術提案書の提出者は３～５者選定する。ただし、同評価の提出者が５者を超えて

存在する場合にはこの限りではない。

７ 非選定理由に関する事項

1) 参加表明書を提出した者のうち技術提案書の提出者として選定されなかった者に対



しては、選定されなかった旨と、その理由（非選定理由）を書面により通知する。

2) 選定しなかった旨の通知を受けた者は、支出負担行為担当官に対して非選定理由に

ついて、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。

① 受領期限： 選定しなかった旨の通知をした日の翌日から起算して７日（行政機関の

休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機関の休日を含まな

い ）後の１７時。

② 提出場所： 上記２に同じ。

③ 提出方法： 書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるも

のは受け付けない。

3) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して10

日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。

８ 技術提案書の作成及び記載の留意事項

1) 技術提案書作成上の基本事項

プロポーザルは、調査、検討及び設計業務における具体的な取り組み方法について

提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要請書におい

て記載された事項以外の内容を含む技術提案書については、提案を無効とする場合が

あるので注意すること。

2) 技術提案書の作成方法

技術提案書の様式は別添（様式－１～５）に示されるとおりとする。

なお、文字サイズは10ポイント以上とする。

3) 技術提案書の内容に関する留意事項

記載事項 内容に関する留意事項
業務への取り組み姿 ・業務への取り組み姿勢を問うために、本業務の特徴等を踏まえた業務実施の着眼点や

勢 実施方針を簡潔に記載する。

・記載様式は様式－５を用い、１枚以内に記載する。

・取り組み姿勢に関しては、ヒアリングを実施して評価する。

特定テーマに対する 特定テーマ（１）正門前広場において、皇居外苑照明のあり方に関する夜間景観基本

技術提案 照明の提案。計画に即した
その的確性、独創性（工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等、実現性（提）

案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等）を考慮して

総合的に評価する。

特定テーマ（２）正門前広場以外において、皇居外苑照明のあり方に関する夜間景観

基本 した照明の提案。同上。計画に即
特定テーマ（３）生態系への配慮について、皇居外苑照明のあり方に関する夜間景観

提案。同上。基本計画に即した照明の

4) 業務量の目安

本業務の参考業務規模は、56,000千円程度を想定している。

5) 作成に用いる言語等

書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法



によるものとする。

6) 技術提案書の無効

提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は無

効とすることがある。

９ 技術提案書の提出方法、提出先、提出期限

1) 受領期間： 平成２８年１月１１日～平成２８年１月１７日（土曜、日曜及び祝日は

除く ）９時００分～１７時００分まで。。

2)提出方法：７部を持参又は郵送（書留郵便に限る ）すること。。

3)提出先：上記２に同じ。

10 技術提案書を特定するための評価基準

1) 技術提案書の評価項目、評価基準、並びに評価のウェートは以下のとおりである。

評価基準 評価のウェート

評価項目 A B C 管 理

技術者

資 技 技術者資格、そ 照明に関して優 照明に関して優れ

格 術 の専門分野の内 れた技術等に対 た技術等に対して

－ １０要 者 容 して送られる授 授与される国内

件 資 与される国際的 の学会等の賞、資

格 な学会等の賞、 格等

資格等

専 業 過去１０年間の 同種業務の実績 類似業務の実績が 同種又は類似業

門 務 同種又は類似業 がある ある 務の実績が無い

技 執 務の実績の内容

術 行 ５

力 技

術

力

専 専 手持ち業務金額 右に該当しない 全ての手持ち業

任 任 及び件数（特定 務の契約金額合

制 制 後未契約のもの － 計が１０億円以 ５

を含む） 上又は手持ち業

務の件数が１０

件以上

業 業務の理解度 目的、条件、内 左右に該当しない 目的、条件、内

務 容が簡潔に表現 容が簡潔さに欠

書 の されている ける ５

理

面 解

度

業 業 業務の実施手順 業務の実施手順 左右に該当しない 業務の実施手順

務 務 が妥当 に矛盾がある ５

へ の

の 実

取 施 業務量の把握 業務量の把握が 左右に該当しない 業務量の把握が

り 方 適切 不適切 ５

組 針



み

姿 専 専門技術力の確 実績として挙げ 左に該当しない

勢 門 認 た業務の担当分

ヒ 技 野に中心的、主 － ５

ア 術 体的に参画した

リ 力 ことが確認でき

る。ン
グ 取 業務への取り組 業務への取り組 左に該当しない

り み意欲 み意欲が旺盛

組 ５－
み

意

欲

コ 質問に対する応 質問に対する応 左に該当しない

ミ 答性 答が明快、かつ

ュ 迅速

ニ

ケ ５－
｜

シ

ョ

ン

力

特定テーマに対 留意事項に対 留意事項に則す 左に該当しない

－ ２０する技術提案 する的確性、独 る。、

（１） 創性、実現性

特定テーマに対 留意事項に対 留意事項に則す 左に該当しない

－ １５する技術提案 する的確性、独 る。、

（２） 創性、実現性

特定テーマに対 留意事項に対す 留意事項に則す 左に該当しない

－ １５する技術提案 る的確性、独創 る。、

（４） 性、実現性

2) 評価項目ごとの評価（Ａ及びＢ）を以下のとおり数値化したものを各評価項目のウ

、 。ェートに乗じて得た数値の合計値により評価を行い 優位に評価された者を特定する

Ｃ評価がある場合には特定しない。評点の合計が同点となった場合には、Ａ評価の多

い者を優先して扱う。

Ａ：５／５

Ｂ：３／５

3) 特定された者に対しては、書面（特定通知書）により通知する。

11 ヒアリング なし。

12 非特定理由に関する事項

1) 提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、そ

の理由（非特定理由）を電子入札システムにより通知する。

2) 特定されなかった旨の通知を受けた者は、支出負担行為担当官に対して非特定理由

について、次に従い、電子入札システム書面により説明を求めることができる。

① 受領期限： 特定されなかった旨の通知をした日の翌日から起算して７日（行政機



関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機関の休日を含

まない ）後の１７時。

② 提出場所： ５に同じ。

③ 提出方法： 書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるも

のは受け付けない。

3) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して10

日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。

11 契約書作成の要否

別添の契約書（案）により契約書を作成するものとする。

12 契約保証金

免除。公共工事履行保証証券による保証を付さなければならない。

13 支払条件

前金払いの有無 有。

14 苦情申立て

本手続に関し 「政府調達に関する苦情の処理手続 （平成7年12月4日付け政府調達苦、 」

情処理推進本部決定）により、政府苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることがで

きる。

15 関連情報を入手するための照会窓口

上記２に同じ。

16 その他

1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

2) ６．1)②に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も参加表明書を提出す

ることができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、

技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を

受けていなければならない。

3) ６．2)の同種又は類似業務の実績については、我が国及びＷＴＯ政府調達協定締約

国その他建設市場が開放的と認められる国等以外の国又は地域に主たる営業所を有す

る建設コンサルタント等にあっては、我が国における同種又は類似業務の実績をもっ

て判断するものとする。

4) 本件業務を受注したコンサルタント及び本業務を受注したコンサルタントと資本・

人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工

事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。

5) 提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された旨

の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。



6) 参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の

負担とする。

7) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案

書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことが

ある。

8) 提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、技術提案書

の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しない。

9) 特定されなかった場合には、技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案書

は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定された技術提案

書を公開する場合には、事前に提出者の了解を得るものとする。

10) 参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案

書に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した

予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得な

い理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得な

ければならない。

11) 技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業

務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。


